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奥州市議会全員協議会 会議録 
 

 

【日  時】 令和３年２月22日（月） 16:25～17:13 

【場  所】 ７階 委員会室 

【出席議員】 （26名） 

小野寺隆夫 佐藤郁夫 小野優 及川春樹 千葉和彦 高橋晋 小野寺満 高橋浩 

千葉康弘 瀨川貞清 千葉敦 廣野富男 及川佐 菅原圭子 菅原由和 飯坂一也 

髙橋政一 加藤清 阿部加代子 中西秀俊 菅原明 小野寺重 藤田慶則 今野裕文 

渡辺忠 及川善男 

【欠席議員】  なし 

【出             席             者】 小沢市長 及川副市長 新田副市長 千葉総務企画部長 

小野寺市民環境部長 鈴木農林部長 渡辺都市整備部長 佐賀福祉部長 

千葉教育部長 門脇危機管理課長 小岩農政課長 千葉維持管理課長 

瀬川議会事務局長 高橋議会事務局次長 千田議会事務局議事調査係長 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

【次  第】 

１ 開  会 

２ 挨  拶 

３ 協  議 

(1) 説明事項 

令和２年12月14日以降の大雪に伴う影響等について 

４ そ の 他 

５ 閉  会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

【概  要】 

１ 開会 （略） 

 

２ 挨拶 

（小野寺議長） 大変ご苦労様でございます。今日は、この間の雪の影響等について当局から説明

をいただくわけでございますが、間もなく種籾の配布なども始まるようでございます。このこ

とで大変心配している農家の皆さんも多いと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

それでは、市長からご挨拶をお願いします。 

（小沢市長） 本日の本会議におきましては、特に一般質問では、ベテラン議員さんにはご配慮い

ただいたというか、ありがとうございましたと私がお礼言うのも違うような気がしますけど、

申し上げておきます。また、令和３年度予算の提出議案以外はすべてご議決いただいたという

ことで、大変ありがたく思っております。しっかりと対応して参りたいというふうに思います。 

さて本日は、昨年12月の大雪の被害、特に農業関係被害について、一定の支援策等が、おお

よそ外郭が見えて参りましたので、被害の状況とあわせて支援の方法などをお話し、そして議

員各位からご意見等をお聞きできればと思っております。 

本会議終了後のお疲れのところだと思いますけれども、一刻も早く被災した農業者に対して

対応いたしたく考えておりますので、ご理解の上、活発なご意見を頂戴できますことをご期待

申し上げ、冒頭の挨拶といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 
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３ 協議 

 (1) 説明事項 

   令和２年12月14日以降の大雪に伴う影響等について 

（小野寺議長） それでは早速協議に入ります。(1)の説明事項、令和２年12月14日以降の大雪に伴

う影響等について、当局から説明をお願いいたします。小野寺市民環境部長。 

（小野寺市民環境部長） それでは、令和２年12月14日以降の大雪に伴う影響等について、今回、

全員協議会では３回目の説明ということになろうかと思います。平地の部分におきましては、

大分雪解けの方は進んでおりますけども、それに伴いまして、公共施設等におきましても、小

さいながらの被害額もだんだんと明らかになってきているところもございます。今回は、最新

の被害状況等、これまでのフォーマットに基づきましてまとめておりますので、担当課長のよ

り概要を説明させていただきます。 

（小野寺議長） 門脇危機管理課長。 

（門脇危機管理課長） 危機管理課の門脇です。私の方から説明させていただきますけれども、本

日は、資料ナンバー１から資料ナンバー４まで、大きく４種類の資料を配付させていただいて

ございます。 

まず、資料ナンバー１につきましての説明を私から、資料ナンバー２、資料ナンバー３につ

きましては、それぞれ担当部から、最後、資料ナンバー４につきましては私から説明をさせて

いただきます。 

まず、資料ナンバー１をご覧ください。１の気象状況につきましては、前回１月の全員協議

会でお示しした気象状況に、２ページ目でありますが、２月18日までのものに更新したデータ

でございます。詳細は、説明を省略させていただきますので、後でご覧いただきたいと思いま

す。 

続きまして、２ページ目の下、２、被害等の状況でございます。 

(1)の市内の交通事故件数。12月14日から２月18日までの間で、908件。昨年同時期は、480

件でございました。 

続きまして、３ページをご覧ください。 

(2)の消防本部の出動状況でございます。前回、説明では合計で18件でございましたが、６

件追加になりまして、24件の救急搬送でございます。苦情、それから油流出事故の１件は、前

回と変わりません。救急搬送の詳細ですけれども、先週、残念ながら、トラクターで除雪をさ

れている方がお亡くなりになったということでございます。 

(3)のライフラインの停電発生。それから、次のページ、４ページの断水については、前回

同様でございますので省略いたします。 

続きまして４ページの(4)、農業施設関係でございます。ビニールハウスにつきましては、

合計で1700件、11億3,500万円あまりの被害額。それから、格納庫作業場、機械、その他とあ

りまして、合計で件数が2,123件、被害額が13億5,300万円ほどということで、前回お示しした

時から、件数で588件、金額で６億6,300万円ほどの増ということになります。 

次に(5)の公共施設関係でございます。まず、小中学校の被害ですが、64件。前回19件でご

ざいましたので、45件の増ということで、被害額が、まだ全容は明らかになってございません

が、今の段階で約35万円。学校給食センターが１件ということで、積雪による水漏れ。それか

ら集会施設が11件で、被害額が147万8,000円ほど。博物館等々がございますが、飛ばしまして、

４ページの下の真ん中、スポーツ施設、前回、被害はございませんでしたが、今回４件ほどあ

りますが、ガラスの破損、フェンスの破損等でございます。 

それから観光系施設でございますが、ここで大変申し訳ございません。訂正をさせていただ

きます。観光系施設で合計17件となってございますが、18件に訂正をさせていただきます。

469万3,000円で、これもガラスの破損や軒先の破損等が主な被害でございます。続きまして５

ページをご覧ください。幼保こども園、幼児児童施設等がありますが、件数はほとんど変わっ

てございませんので飛ばさせていただきまして、５ページ、表の中段下左側、公営住宅ですけ
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れども、前回20件の報告でございましたが、今回46件。被害額も現時点で1,400万円ほどでご

ざいます。それから隣の公園施設の18件は、前回ご説明と変わりございませんが、被害額がお

よそ4,800万円ということで、この金額のほとんどが樹木の倒木による被害額ということにな

ります。 

それから、新規と言いますと上下水道施設で３件、1300万円。それから、表の下、排水機場

２カ所。それから、その他が22件で750万円、合わせまして244件で、9,700万円ほどの被害と

なってございますが、ここでも大変申し訳ございません。訂正です。合計の衣川の欄が38件と

なってございますが、39件の誤りでございます。大変申しわけございません。そこで、被害件

数244件はその通りですけれども、被害額の9,700万円につきましては、この被害件数244件の

およそ２割程度しか把握できてございませんので、今後、雪解けとともに、さらに被害額が判

明してくるものというふうに思われます。 

続きまして６ページをご覧ください。３の除雪の状況については、前回説明の通りでござい

ます。 

４の除雪稼働状況につきましては、表の一番下の太枠、令和２年度をご覧いただきますけれ

ども、シーズン合計の稼働時間が、およそ５万6,100時間と見込まれます。シーズン合計の除

雪費用が14億2,151万7,000円と見込んでございます。なお、12月から１月の実績になりますが、

稼働時間が４万6,417.5時間。見込み除雪費用が12億4,866万円ほどということになります。 

続きまして、５、除雪の要望・苦情受付件数です。除雪の要望が2,498件。それから、融雪

剤、施設損傷、倒木、その他を合わせますと、合計で3,141件の要望・苦情等を賜ってござい

ます。 

続きまして、６のその他。 

(1)です。罹災証明の申請件数は、前回８件とご報告してございますが、18日現在で53件。 

それから(2)の被災証明につきましては、前回５件とご報告してございますが、今回35件。 

それから(3)の障がい者、高齢者等からの除排雪に関する問い合わせは44件。 

(4)、その他の要望は12件でございました。 

(5)の視察対応は、前回報告の通りです。 

(6)の雪捨て場ですが、市内７カ所に一般家庭或いは事業所さんでご使用いただく雪捨て場

を開設してございます。 

資料ナンバー１については、以上でございます。 

（小野寺議長） 鈴木農林部長。 

（鈴木農林部長） 農林部でございます。まず、資料がありますけれども、実はこの資料につきま

しては、先週の火曜日に県の方から説明会で示された資料でございます。そういったことをご

承知の上、よろしくお願いします。 

それから、かなり議会等でも質問等がありましたけれども、日にちがそれぞれの事業によっ

て迫ってございますので、できるだけ早く農業者の方にご説明するということになりますが、

実は今日、ダイレクトメールで、被害者の方に通知を送ってございます。その中には、自分が

何に該当するかをわかりやすく、活用に向けたフローということで、フロー図を示しまして、

さらに、どういった書類が必要かというのもチェックシートをつけて、それぞれ日程を示して、

出向いて相談に当たるという形になります。 

これにつきましては、３月８日から15日の間に、それぞれ会場にて、農協さんだったり、あ

とは総合支所であったりするんですけれども、そういう形でやります。それから相談に当たる

者につきましては、農林部総勢になりますけれども、さらに県職員、それから農協の職員、そ

してさらに、まだお願いはしていないんですけれども、支所、それから、各部で過去に農林の

経験をされた方、設計をされた方をお願いしようかなというふうに思ってございます。 

いずれ、日程が迫っていますので、タイトではございますけれども、本当にスピーディーに

ということで最高に急いで今日だったということでございますので、ご理解の方お願いしたい

と思います。 

それでは担当課長から、資料の説明をさせていただきたいと思います。 
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（小野寺議長） 小岩農政課長。 

（小岩農政課長） 農政課の小岩でございます。私の方から、この資料に基づきまして支援施策の

概要をお話しさせていただきます。 

先ほど部長から申し上げましたが、この県からいただいた資料の中で、県の方でもまだ確定

していない部分がございます。１ページ目の一番下、県と市で行うものなんですが、この箱囲

みのところ、最後の方に補強という言葉がございます。さらに右隣についても施設等の補強と

いう言葉がございます。この部分は、該当しないということでお話がされてございます。修正

方、お願いいたします。 

それでは、支援事業についてお話させていただきます。 

国の支援策が公表されまして、次いで県が市町村と連携し、国の支援へ、さらには独自事業

を行うということが発表されました。この各支援策に共通した条件がございまして、営農を継

続すること、それから、パイプハウス等であれば施設園芸共済、機械であれば機械の共済、そ

れらへ加入するということなどがございます。その前提でお話を進めさせていただきます。 

まずは(1)、国の支援事業ということですが、この資料の１枚目をご覧いただきたいと思い

ます。上の方から丸数字が振ってありますけれども、①から③については、国の支援事業と

なってございます。これに対して、県と市で上乗せを考えているところであります。 

では、まず①強い農業・担い手づくり総合支援交付金（地域担い手育成支援タイプ）という

ものでございますが、この内容は、パイプハウスの再建、修繕、撤去、補強、これらに要する

経費、あとは牛舎、堆肥舎等の修繕、再建の経費。農業用機械等の修繕、再取得の経費という

ことで考えているものでございます。 

支援を受けられる方の条件がございまして、いわゆる人・農地プランに掲載されている中心

経営体の方、それから、再建や修繕、その撤去に要する費用、いわゆる復旧費については、50

万円以上が対象となります。さらには、付加価値額や経営拡大と成果目標の設定が必要でござ

います。 

補助率につきましては、このパイプハウスにつきましては、園芸施設共済の加入の有無に

よって変わって参ります。左端が共済に加入している場合というものでございますが、国庫補

助金２分の１以内というふうに考えるということであります。この国庫補助金というのは、共

済の国からの支援分、それらを含めた国庫補助という考えだということであります。それから、

復旧費から今申し上げた国庫補助金、支払い共済金、これらを除いた額を、これは県の独自支

援ということになりますが、県、市町村、それから被災農業者で３等分するという考えでござ

います。未加入者の場合につきましては、このパイプハウスの年数によって国庫補助金が変動

となります。30分の３から30分の９ということでございます。県、市町村での上乗せ部分は30

分の７ということで考えております。それから畜舎や機械等につきましては、国が復旧費の３

分の１ということで、県、市におきましては、その残りを県、市、被災者で３等分という考え

でおります。 

次に、②持続的生産強化対策事業というものでございます。これにつきましては、内容は、

パイプハウスの資材費ということでございます。さらには撤去費、これらの費用ということで

ございますが、条件がございまして、受益農家３戸以上で組織化が必要でございます。規約等

によりまして、代表者、それから会計担当と明らかにしなければならないという条件がついて

おります。さらには、先ほどと同様に、規模拡大、作物転換等の成果目標の設定が必要でござ

います。ハウスの設置につきましては、自力施工が対象でございます。ハウスの資材費の補助

ということになります。 

補助率につきましては、先ほどと同様に、園芸施設共済の加入の有無によって変わってきま

すが、共済加入の場合、先ほどと同様に国の補助金と支払い共済金の国庫相当分、これを２分

の１以内ということで計算いたします。さらには、県、市の上乗せにつきましては、その復旧

費から、国庫補助金と支払い共済金を除いた額を３等分、若しくは30分の４の低い方とすると

いう考えでございます。それから、共済に未加入の場合は、先ほど申し上げました上の①と同

じ考え方でございます。パイプハウスの年数によって、国庫補助金に変動がありますが、県、
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市では、復旧費の30分の７をそれぞれ支援したいという考えでございます。 

次に、③強い農業・担い手づくり総合支援交付金のうち、被災産地施設支援対策の部分、そ

れから畜産経営災害総合対策緊急支援事業（ALIC）、アリックと呼んでおりますが、そちらの

事業でございます。これにつきましては、内容は、低コスト耐候性ハウスへの建替え、それか

ら被災したハウスの撤去の費用、さらには牛舎、堆肥舎等の修繕ということでありますが、条

件といたしましては、農協、それから農業者で組織する団体３戸以上ということですが、それ

らが行うものが対象であるということでございます。 

補助率等につきましては、先ほどの①と同じ考え方でございます。共済加入者の場合、先ほ

どと同様に、国庫補助金と支払い共済金の国費相当分を２分の１以内といたしますし、残りの

分につきましては、県、市、被災の農業者で３等分若しくは30分の４の低い方という考えでご

ざいます。未加入者の場合は、先ほどと同様ですので説明を省略いたします。 

それから、④につきましては、県と市による支援でございます。今申し上げました①から③

に該当しない農業者の方々を対象としております。その内容は、パイプハウスの再建、修繕、

撤去、牛舎、堆肥舎等の修繕、再建、農業用機械等の修繕、再取得ということでございます。

冒頭申し上げましたように、この事業については、①から③の国の方の事業の対象外の被災農

業者ということで考えてございます。 

補助につきましては、やはり園芸施設共済の加入の有無によって変わってきますが、共済加

入の場合ですが、復旧費から支払い共済金を除いた額を、県、市、それから農業者で３等分若

しくは30分の７の低い方とするものであります。未加入者の場合は、その復旧費のうち、県と

市は、それぞれ30分の７を支援するという考えでございます。同様に、牛舎、農業用機械等に

ついても、県、市町村が、復旧費の30分の７をそれぞれ支援したいというものでございます。 

資料の２枚目をご覧いただきたいと思います。これにつきましては、⑤といたしまして、被

害地域の営農継続支援、水稲苗の運搬経費の支援策ということでございます。当地域におきま

しては、ＪＡ岩手ふるさとにおいて若干不足する見込みということでありまして、近隣に応援

をお願いするということであり、それに対しての支援になると見込んでおります。内容につき

ましては、水稲苗の運搬の総事業費を、県、市、ＪＡで３等分するものでございますが、この

ほかＪＡについては、国の支援事業がございます。１トン当たり7,000円という額が示されて

ございます。 

以上がこの支援内容の概要でございます。市の対応につきましてですが、先ほど冒頭、部長

からもお話しましたように、被災農業者の方々へ１日も早くこのような事業を行うということ

を通知したいということで、いろいろ考えてございます。繰り返しになりますが、本日、被害

報告のあった農業者の方へ郵送を行うところでございます。内容につきましては、フロー図を

入れまして、そのフローによってどの支援が受けられるか。そして、さらに申請に当たっては、

どのような書類が必要となるかというチェックシートを同封して、それぞれご覧なっていただ

いて、要望会に臨んでいただきたいということでご案内をいたすものでございます。 

会場につきましては、密にならないように、地域ごと、地区ごとに区切ってご案内をしてい

るところでございます。具体的に申し上げますと、３月８日に前沢、３月９日に江刺、３月10

日に水沢、それから胆沢につきましては２日間、11日と12日を胆沢の受付に充てたいと考えて

おりますし、３月15日は衣川で要望受付会を開催するということで通知するところでございま

す。以上でございます。 

（小野寺議長） 渡辺都市整備部長。 

（渡辺都市整備部長） 都市整備部です。資料ナンバー３の社会資本整備総合交付金の追加内示等

について、担当課長から説明させますのでよろしくお願いします。 

（小野寺議長） 千葉維持管理課長。 

（千葉維持管理課長） それでは私の方から、大雪に伴う対応状況について補足説明いたします。 

最初に、雪置き場の変更について報告いたします。江刺の雪置き場を２月15日から江刺中央

運動公園野球場駐車場に変更しております。 

次に、資料ナンバー３の社会資本整備総合交付金除雪費の追加配分についてですが、社会資
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本整備総合交付金除雪費について、積雪寒冷地指定道路除雪費として、当初、交付金額425万

8,000円の交付決定を受けております。 

そして、今回の大雪対策として、２月10日付けで2,226万4,000円の追加内示を受けておりま

す。 

最後に、第３弾として、幹線市町村道除雪費補助の臨時特例措置、補助率50％がありますが、

今現在、この補助金の見通しについては、国の除雪費支援として検討されております。参考で

すが、平成29年度は、幹線市町村道除雪費補助の臨時特例措置として、補助金額8,500万円の

交付を受けております。以上でございます。 

（小野寺議長） 門脇危機管理課長。 

（門脇危機管理課長） それでは、私から最後の資料、ナンバー４についてご説明させていただき

ます。令和３年２月13日発生の地震及びその後の15日の暴風警報発表に伴う被害の状況につき

まして、ご説明をさせていただきます。 

まずは、地震です。１の地震の状況ですが、発生時間が２月３日土曜日の午後11時７分。震

源地は福島県沖、深さ55キロ。地震の規模はマグニチュード7.3。市内の最大震度は４でござ

いました。 

２の被害の状況です。まず(1)の人的被害ですが、水沢羽田の60歳代の女性が転倒して、右

手首を負傷されてございます。それから、(2)の物的被害ですが、６件ほどございます。まず

アですが、江刺の銭町で、隣の家からの落雪によって住家の窓ガラスが破損ということがあり

ました。それからイです。水沢の大町の住宅屋根の損傷ということで、屋根瓦の落下、雨漏り

等が発生しました。それからウですが、藤里地区センターの風除室の照明器具の破損、体育館

ロビーの内壁の亀裂、屋根の軒下の亀裂がありました。エは、胆沢総合支所の屋外給水管から

の漏水。オは、江刺の製造工場内の天井からの落下物により、建屋と設備の一部が損傷してご

ざいます。それからカは、玉里地区センターの内壁の歪みによる壁クロス材の亀裂など複数箇

所で被害が発生してございます。 

続きまして、２月15日の暴風警報発表に伴う被害でございますが、２件ほどございます。ま

ず１件は、梁川小学校の体育館の金属葺き屋根の一部が強風で捲れ上がり、下地のない部分か

ら風雪が吹き込んだという被害がございました。それから２は、正法寺の鐘楼堂、鐘つき堂で

すけれども、格子戸が風によって飛ばされたという被害がございました。以上でございます。 

（小野寺議長） ただいま説明ありました点につきまして、ご質問等ありましたらお願いします。

７番、千葉康弘議員。 

（千葉康弘議員） ７番、千葉康弘です。小さいことから教えていただきたいんですが、資料２を

見ているんですけれども、現有率で変動というようなことで、１年未満、10年とか、100％、

50％とかありますが、これは１年ごとに変わるのかっていうのが一つあります。 

あと一番気にしたのが、必要な手続ということで、前沢で３月８日から始まるっていうこと

ですけれども、今現在、もう撤去とか、作業をしている方、修繕とかしている方があるかと思

いますが、例えば、最初に農協とか農林部の方に電話して確認するのが一番いいのでしょうか。

それとも、自分で写真とか撮って、作業着手していいのかどうかということがございます。 

あと、３月８日から調査とかが支所で始まるようですけれども、私は前沢ですけれども、例

えば、水沢に行っても当然いいわけですねってことで、その確認ですが、教えてください。 

（小野寺議長） 小岩農政課長。 

（小岩農政課長） ただいま３点ご質問いただきましたが、まずは、１年ごとに現有率が変わるの

かという部分につきまして、ちょっと情報を持ち合わせてございませんので、後ほどお知らせ

いたします。 

それから、最初にやることっていいますか、事前着工していいのかということだと思います

が、いずれ、広報等でもお知らせしたところでございますが、まず、被害状況の写真は取って

いただきたいということでございます。その写真の中でも、例えば、パイプハウス何間掛ける

何間なのかと、もしわかるんであればメーターとかそういうのがわかるような写真、さらには

部材の太さとかそういうのがわかれば非常に助かります。それらを撮っていただいている中で、
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事前の撤去とかは可能でございます。 

それから最後に、他地区でも受け付けるのかということでございますが、これは当然、他の

地区でも、さらには、この日以外で農政課の方でも受け付けいたしますので、その辺はよろし

くお願いしたいと思います。以上でございます。 

（小野寺議長） 12番、廣野富男議員。 

（廣野富男議員） 12番、廣野富男ですが、３点ほどお願いします。 

それぞれ被災の方にご案内されるようですが、発送はいつ頃の見込みなのか、一つお願いを

したいと思います。 

それと前にも聞いたんですが、今まで被災された農家は、直接、役所に届けを出している方

もいるだろうし、農協に届けた方もいます。ちょっと私の聞き違いかと思いますが、再度確認

ですよ、今回ご案内される方々は、市の農政課に直接といいますか、郵送でも電話でもいいん

ですが、そうしないと、今回のご案内が来ないのですか。農協にすでに被害届を出した方々に

は、ご案内はないんですか。もうすでに農協に連絡した方々は、改めて農政課に被害報告をし

なければならないのですか、ここをちょっと整理していただきたいなというふうに思います。 

もう一つ、先ほど話もありましたが、急激に大雨が降ったりして、雪がほとんどなくなりま

した。おそらくそうですから、ハウス撤去作業が始まると思うんです。ちょっと心配してきた

のは、その被災廃棄物の処理が、この間、私が一般質問で忘れてしまって聞きかねたのですが、

この受入れがどうもはっきりしていないと。これは、どこでやってもらえるんでしょうかと、

どこに持っていけばいいんでしょうかということです。一応ネットで見ますと、今回の大雪に

よるパイプハウスの廃材といいますか、パイプ型とか、被覆材のビニールなんかは、これは各

市町村が行う災害廃棄物処理に基づいて処理をするということは、あくまでもこれは市が処理

するということになるのかなと思っているんですが、ちょっと聞きたいのは、ある方は、産廃

だから産廃業者でそれぞれ対応してと説明をされている方もいます。この災害でですよ、今回

の災害で、個々に産廃事業者を探して、そこに自分で置き場を見つけて、その都度、産廃業者

に処分してくださいっていう考え方なんですか、そこだけ整理して教えてください。 

（小野寺議長） 小岩農政課長。 

（小岩農政課長） ただいまのご質問で、まずは最初に通知の関係ですけれども、これは、被害報

告特に農政課に直接行った人だけではございません。当然、両農協さんからもそのような被害

があった方々を報告いただいております。直接農政課に報告いただいた方もございます。です

ので、そのような方々、農協さんに出したんだけれどという方にも、案内は行くことになって

おります。 

発送につきましては、本日、この全協での説明終わりましたら、郵便局に持っていきたいと

考えてございます。それから、廃棄物の処理につきましては、議員がおっしゃったのは多分、

災害廃棄物処理事業のことだと思いますが、今現在、私どもの情報に入っておりますのは、そ

の事業を行うためには積雪１メートルという条件があるということで、該当にならないという

ことでお話をいただいてございました。そういうこともございまして、被災農家の皆様方には、

それぞれ撤去、処分をお願いするという形になります。その部分について、先ほどご説明した

各種事業で支援して参るということでございます。以上です。 

（小野寺議長） 廣野富男議員。 

（廣野富男議員） 前段の二つは、よくわかりました。確か、今回の大雪については、市長も最大

の被害だということで、そういう処理もされるのかなって、私も期待しておったんですが、そ

うしますと、今回、奥州市管内で13億円もの被害があっても、これは単なる積雪だけ測って、

国、県と市がまず上乗せするか、個々で産廃業者にそれぞれやってくださいっていう、ちょっ

と言葉が悪いんですが、あとは被災農家でどうぞやってくださいっていうことになるんですか

ね。私、これだけの災害が起きたのですから、ある程度どっかの地域に、或いは直接、広域行

政組合の衛生センターに持って行ってもいいかと思うんですが、農業ハウスですと被覆もあり

ます、あとパイプもあります。片付ける際に被災されて、ハウスの中にもマルチとか何か、処

分できないでしまったものもあるはずなんですけど、そこら辺が、今回の処理費の中に含まれ
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ると思うんですが、全然それは、今回奥州市では、或いは近隣でも、各自対応だと。災害廃棄

物ではないと、あくまでもこれは産廃ですよと。あんたたちがやんなさいよという態度、態度

というか対応なんですかという確認をさせてください。 

（小野寺議長） 鈴木農林部長。 

（鈴木農林部長） お答えします。二つの事業が入っていまして、一つは農水省の事業、それから

環境省の事業ということで、先ほど課長が申し上げましたのは環境省の事業で、市町村がやる

場合につきましては、洪水等で瓦れきが出たときとか、そういった場面を想定していただくと

よくわかるんですけれども、ああいった場面では非常に困ることになるので、そこで１カ所に

集めて、そこから市町村が処分するという方法をとるということです。それが、この今回の大

雪につきましては、出されている条件が積雪１メートル以上かつ平年よりも降雪が多い場合と

いうことで、事業要件が上がっています。それが一つ。 

それから農水省の方につきましては、個々であっても、そういった条件に合わなくても、そ

れぞれ処分につきましては、撤去費用につきましては助成しますよという形になってございま

すので、今回は、うちの方につきましては、個々の農家さんの方で直接処分をしていただいて、

それについて助成するという、そういったことになろうかなというふうに思っております。以

上でございます。 

（小野寺議長） 18番、加藤清議員。 

（加藤清議員） 今説明をいただいた中で、非常にまずいなと思って伺ったんですが、比較的ビ

ニールとかマルチ関係は、或いは肥料袋等も含めて、農協さんが年に１回ぐらいは集めていた

だいている、農協さんの方で処理してきた経過があるんですが、例えば今、個々でやりなさい

と、こういうお話なんですけれども、個々でやると円滑な処理にならない。つまり、何を言い

たいのかっていうと、中には火をつけて燃やす方がたくさんいると思います。それが実態です

ので、ぜひそういう環境汚染にならないように、農協さんときちっと協議をして、胆沢の場合

は胆沢の支所、前沢は前沢、それぞれの支所があるのだから、支所に集めていただいて、そこ

に業者に来ていただいて処理をしてもらうと。或いは、廃プラ関係、ビニール、鉄骨について

も農協さんのところに集めていただいて、当然、そのそれなりの業者に来ていただいて処理を

してもらうと。こういうやり方をしないと、個々にやれっていうのは駄目です。それは非常に

好ましい処理の仕方ではない。ぜひそういうことを岩手ふるさと、江刺さんと協議をして、農

協さん、市の主導の中で処理をしていくという方向を選択してください。これはぜひお願いし

ます。 

それから、この説明の中で、中にはこういう方もいるんですよ。１棟、２棟の被災であれば

いいんですけれども、もう７棟も８棟も駄目になった農家がいるんですが、なかなか単年度で

は建てられないという方がいらっしゃいます。やっぱり２年ぐらいかけて復旧したいという方

がいらっしゃいますので、そこは十分に配慮して、２年経っても建てられるような資材の供給

体制を、ぜひ配慮していただきたいなと、こう思いますので、その部分についてご見解をお尋

ねいたします。 

（小野寺議長） 鈴木農林部長。 

（鈴木農林部長） ただいまお話の点につきましては、農協さんと今日、協議させていただきたい

というふうに思います。うちの方でも非常に急いで作ったものですから、その辺、足りないと

ころもあると思いますので、そういった事業につきましては相談させていただきたいというふ

うに思っております。 

それから、来年以降の話でございます。今回の場合は、一応、事業の期日が決まっています

ので、今回の事業につきましては、こういう形でやらざるを得ないかなと。営農継続して、次

の、さらに別な補助金を入れたいということであれば、その時点で相談をさせていただきたい

というふうに思っております。以上でございます。 

（小野寺議長） １番、小野優議員。 

（小野優議員） １番、小野です。今回の様々な農業者の支援が、営農継続が条件というので当た

り前のことだと思うんですけども、逆に、これをきっかけに辞められる方というのも、おそら
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く相当数おられるのではないかと思うんですけれども、辞める方の把握であったり、例えば、

今回の申請の期間は非常に短いですけれども、それまでの間に何らかの売却なり、譲渡なりを

して、譲り受けた方々も今回、この支援に申し込むことができるのかどうかの確認をさせてく

ださい。 

（小野寺議長） 鈴木農林部長。 

（鈴木農林部長） それらのその点につきましては、特に譲り受けた方ということになりますと、

なかなか被災農家さんという条件の中に入るかどうかっていうことになりますので、そこは、

県と確認させていただきたいというふうに思います。 

それからもう一つ、辞める方ということでございますけれども、実は、そこは非常に難しい

ところで、例えば、今70歳だけれども、ハウスの耐用年数から10年ということなので、80歳に

なるわけです。そうすると、80歳でそれまで営業継続をずっとしなければならないのかってい

う、そういった部分が非常に農業者によっていろいろあると思うので、そこは、先ほど８日か

ら15日まで相談をするということでしたけれども、その辺も相談させてもらって、そこでやり

ますか、やりませんかっていうところまで自分でもなかなか判断するのも大変だ、人に聞かな

ければならないってところもあると思いますので、その辺、ご相談させていただきたいという

ふうに思います。 

（小野寺議長） 他にございませんか。佐藤郁夫議員。 

（佐藤副議長） 時間も押して大変恐縮ですが、私、なんたらしつこいと言うかもしれませんが、

２回とも対策本部の立上げを提起いたしました。なぜそうなのかということは、前にもお話し

ましたから言いません。それで、検討するというふうに部長答弁をいただきましたが、そのこ

とについて、どうなっているかということについてお伺いいたします。 

（小野寺議長） 小野寺市民環境部長。 

（小野寺市民環境部長） 今回の件に関しましては、庁内の連絡会議を持ちまして、これを対策本

部会議に準じる形ということで、それぞれ情報共有、そういったものを図ってきたところでご

ざいます。以上です。 

（小野寺議長） 佐藤郁夫議員。 

（佐藤副議長） 私は、２回とも連絡会議じゃないでしょということでお話をしたつもりでした。

それで、それを含めて検討しますという答弁もいただきました。そのことについて、現状を聞

いているのではありません。そのことについて、３月までとかって私は聞きましたが、今後も

あると思うから言っているのです。もう一度、見解をお伺いいたします。 

（小野寺議長） 小野寺市民環境部長。 

（小野寺市民環境部長） 今回の件に関しましては、このような対策、方法をとっていくことによ

りまして、次年度以降、どういった形により災害対策基本法に基づく災害対策本部を設置すべ

きかどうか、そういったものの基準といいますか、そういったものも明らかになってくるとこ

ろだと思っておりますので、担当課によりましてその辺を明らかにした上で、今後の対応策と

いうことにさせていただきたいと思っております。 

いずれ、今回に関しまして、災害対策本部の重要な職務であります情報共有に関しましては、

連絡会議をもって行ってきたと、そういうふうに考えているところでございます。 

（小野寺議長） 佐藤郁夫議員。 

（佐藤副議長） 私、何回も言いますが、今回のことはその通りだと思います。ただ、どこにどう

位置づけるかということを、私は聞いているのです。従って、そのことは検討したいというふ

うに、私は前回の全協で聞きましたが、あとこれ以上言いませんが、そういう答弁をいただい

たものですから、金ケ崎の例も出しながら私はやるべきだと言いましたが、それだけ聞いて終

わります。私はやるべきだと思いますので、それを聞いて終わります。今回のことはいいです。 

（小野寺議長） 小野寺市民環境部長。 

（小野寺市民環境部長） 何回もお話しさせていただいて申し訳ございませんが、貴重なご提言と

して承りたいと思います。以上です。 

（小野寺議長） 他にございませんか。 
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＜ 「なし」との声あり ＞ 

それでは、以上で令和２年12月14日以降の大雪に伴う影響等についての説明を終わらせてい

ただきます。 

 

４ その他 （略） 

 

５ 閉会 （略） 



奥州市議会全員協議会 

 

日時：令和３年２月22日（月） 

               時  分                                                                                                                           

場所：７階 委員会室 

 

１ 開  会 

２ 挨  拶 

３ 協  議 

(1) 説明事項 

令和２年12月14日以降の大雪に伴う影響等について 

 

４ そ の 他 

５ 閉  会 



 

- 1 -  

大雪による被害等の状況について 

昨年の12月14日未明から岩手県南部を中心に断続的に降雪が続き、先月７日には暴風雪警

報、今月15日には暴風警報が発表されました。 

この大雪に伴う現在の状況は以下のとおりとなります。 

 

１ 気象状況について 

 ※ 降雪・積雪は、岩手県雪量観測情報（県土整備部道路環境課）より 

   降雪は前日６時からの１時間当たり降雪量の累計、積雪は毎日６時時点の積雪深 

 

  江刺(アメダス) 【水沢大手町】 【江刺】 【衣川】 

  気温（℃） 降雪・積雪(cm) 降雪・積雪(cm) 降雪・積雪(cm) 

最高 最低 降雪 積雪 降雪 積雪 降雪 積雪 

12月14日（月） 0.3 -3.4 14 12 14 12 16 15 

12月15日（火） -2.6 -5.0 15 20 9 17 14 26 

12月16日（水） -2.9 -7.1 25 44 21 38 18 40 

12月17日（木） -1.8 -12.5 9 43 11 39 27 55 

12月18日（金） 2.6 -4.4 12 50 10 43 14 64 

12月19日（土） 0.2 -5.4 6 46 3 39 5 57 

12月20日（日） -1.6 -11.8 10 52 6 39 14 68 

12月21日（月） 0.2 -4.6 6 47 6 40 3 64 

12月22日（火） 1.9 -1.6 5 51 4 40 5 62 

12月23日（水） 4.1 -2.2 0 38 0 30 0 48 

12月24日（木） 9.1 1.8 0 29 0 25 0 39 

12月25日（金） 3.9 -1.9 0 21 1 18 0 32 

12月26日（土） 1.2 -2.8 3 22 3 19 5 34 

12月27日（日） 3.3 -6.4 5 23 4 21 2 30 

12月28日（月） 3.6 -4.6 0 19 1 18 0 27 

12月29日（火） 5.3 0.5 0 17 1 17 0 25 

12月30日（水） 4.9 -4.1 0 15 0 15 0 23 

12月31日（木） -3.6 -7.8 15 29 6 14 24 44 

１月１日（金） -4.7 -7.0 0 26 2 18 1 42 

１月２日（土） -3.0 -8.1 10 36 11 28 13 53 

１月３日（日） -3.3 -13.1 0 30 0 24 0 47 

１月４日（月） -0.9 -7.7 1 30 2 25 1 45 

１月５日（火） -0.4 -8.4 0 28 1 24 0 42 

１月６日（水） -0.1 -11.9 4 31 6 27 8 46 

１月７日（木） 2.6 -7.5 1 29 1 26 1 43 

１月８日（金） -4.3 -13.3 6 30 ※ ※ 6 43 

１月９日（土） -4.7 -17.9 3 30 ※ ※ 1 42 

１月10日（日） -0.9 -8.4 2 30 ※ ※ 0 41 

１月11日（月） 0.2 -6.9 2 31 ※ ※ 3 43 

１月12日（火） -1.3 -5.6 0 28 ※ ※ 1 40 

 令和３年２月 22 日全員協議会資料 市民環境部  
資料№１ 



 

- 2 -  

１月13日（水） 2.5 -3.5 6 32 ※ ※ 9 45 

１月14日（木） 4.2 -0.4 0 27 ※ ※ 0 37 

１月15日（金） 2.7 -6.1 0 23 ※ ※ 0 32 

１月16日（土） 4.5 -0.7 0 22 3 10 1 32 

１月17日（日） 1.3 -5.7 1 22 1 9 1 30 

１月18日（月） 0.7 -8.5 1 22 1 10 1 30 

１月19日（火） -1.0 -5.2 10 31 15 24 6 36 

１月20日（水） 0.2 -4.7 0 22 9 26 0 37 

１月21日（木） 4.0 -3.4 0 22 0 21 0 35 

１月22日（金） 6.7 -3.8 0 19 0 17 0 30 

１月23日（土） 3.3 -6.4 0 16 0 14 0 28 

１月24日（日） 3.8 -4.1 4 16 0 13 0 27 

１月25日（月） 6.5 -8.7 0 16 0 13 0 27 

１月26日（火） 2.7 -7.7 1 15 0 10 0 26 

１月27日（水） 6.8 0.4 0 13 1 9 0 24 

１月28日（木） 1.4 -2.3 0 11 0 7 0 21 

１月29日（金） 3.6 -3.1 5 17 7 14 8 29 

１月30日（土） -0.7 -3.8 5 20 15 26 4 28 

１月31日（日） 0.2 -7.1 5 23 7 27 9 35 

２月１日（月） 4.1 -12.0 0 17 0 19 0 31 

２月２日（火） 5.8 -4.0 0 14 0 16 0 28 

２月３日（水） -3.1 -11.9 2 14 3 14 1 25 

２月４日（木） -2.5 -10.9 5 17 5 17 5 29 

２月５日（金） 2.4 -5.0 17 31 21 37 15 44 

２月６日（土） 9.6 0.7 2 25 2 31 1 38 

２月７日（日） 4.9 -2.8 0 16 0 22 0 29 

２月８日（月） -1.2 -7.5 0 14 0 18 1 27 

２月９日（火） -1.4 -8.1 8 20 9 26 10 35 

２月10日（水） 4.6 -2.3 1 20 3 27 3 34 

２月11日（木） 3.8 -0.2 0 16 1 22 0 32 

２月12日（金） 6.8 -6.5 0 15 0 20 0 27 

２月13日（土） 7.1 -6.6 0 13 2 19 0 26 

２月14日（日） 10.5 -5.9 1 11 0 17 0 24 

２月15日（月） 9.0 1.2 1 6 1 15 1 21 

２月16日（火） 9.0 -1.5 0 0 1 8 1 16 

２月17日（水） -0.6 -3.3 27 23 31 36 20 35 

２月18日（木） 0.5 -4.2 4 21 8 39 9 38 

○ ※印は機器の不具合により計測不能 

 

２ 被害等の状況 

 (1) 市内交通事故件数（12月14日～２月18日） 

   908件 

（昨年同時期480件） 
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 (2) 消防本部出動状況の概要（令和３年２月18日24時00分現在）    単位：件 

地域 救急搬送 救助 油流出事故 

水沢 12 1 1 

江刺 2   

前沢 3   

胆沢 5   

衣川 2   

合計 24 1 1 

詳細 

・屋根から落下 

・転倒 

・除雪中転倒 

・屋根から雪下ろし中、ハ

シゴから落下 

・落雪が体にあたり怪我 

・トラクター横転（死亡） 

・落雪で埋もれた。現

場到着時、付近住民

により救助済 

・ホームタンク

から流出 

 

 (3) ライフライン 

  ア 停電発生（12月16日以降） 

発生日時 
発生場所 停電戸数 

復旧日時 

12月16日（水）00:00 
衣川衣原 約30戸 

12月16日（水）12:41 

12月16日（水）07:13 
江刺玉里、藤里 約20戸 

12月16日（水）17:25 

12月16日（水）09:36 
水沢黒石町、羽田町 約500戸 

12月16日（水）16:11 

12月16日（水）11:49 
胆沢小山、南都田 約600戸 

12月16日（水）13:06 

12月17日（木）20:59 
江刺伊手、米里、住田町 約400戸 

12月17日（木）22:57 

12月18日（金）01:05 
江刺田原 約200戸 

12月18日（金）04:31 

12月18日（金）04:32 
衣川衣原 約100戸 

12月18日（金）12:46 

12月18日（金）15:34 
衣川衣原 10戸未満 

12月18日（金）16:51 

12月19日（土）23:06 
江刺稲瀬、広瀬 約100戸 

12月20日（日）11:48 

12月19日（土）23:54 
衣川衣原 約600戸 

12月20日（日）04:30 

12月21日（月）13:45 
奥州市の一部、平泉町 約100戸 

12月22日（火）02:59 
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12月21日（月）15:00 
衣川衣原 約100戸 

12月21日（月）18:48 

計 延べ約2,760戸 

イ 断水 

    江刺１件 衣川１件 

（倒木影響の停電でポンプが停止した事による断水。いずれも現在は解消。） 

 

 (4) 農業施設関係（令和３年２月17日15時時点）        単位：件、千円 

区分 
ビニール 

ハウス 

格納庫・ 

作業場 
機械 その他 合計 

水沢 186 27 51 24 288 

江刺 419 8 18 19 464 

前沢 241 8 23 11 283 

胆沢 620 25 57 34 736 

衣川 234 42 61 15 352 

施設合計 1,700 110 210 103 2,123 

被害額 1,135,502 45,745 143,464 28,850 1,353,561 

 

(5) 公共施設関係                      単位：件、千円 

区分 小中学校 
学校給食 

センター 
集会施設 博物館 

水沢 28  1 1 

江刺 9  1  

前沢 2 1 5 2 

胆沢 19  1  

衣川 6  3  

施設合計 64 1 11 3 

被害額 349  1,478 916 

主な 

被害内容 

窓ガラス破損 

落雪による屋

根破損 

積雪による水

漏れ 

天井板が崩落 

窓ガラス破損 

ベランダ手す

り破損 

屋根瓦の落下 

区分 ホール施設 スポーツ施設 産業系施設 観光系施設 

水沢  1 1 4 

江刺  1  2 

前沢  2   

胆沢 1   3 

衣川    9 

施設合計 1 4 1 17 

被害額    4,693 

主な 

被害内容 
フェンス倒壊 

ガラス破損 

フェンス破損 

雨樋の破損 

雪止めの破損 

ガラス破損 

軒先の破損 

ous11160
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区分 幼保・こども園 幼児・児童施設 福祉施設 医療施設 

水沢 4 2 1 3 

江刺 1 2   

前沢 1 1   

胆沢 5    

衣川 1   2 

施設合計 12 5 1 5 

被害額 1,346 2,202 1,000  

主な 

被害内容 

門扉の破損 

雨樋破損 

雨樋の破損 

フェンス破損 

屋根軒先の破

損 
屋根の破損 

区分 医師公舎 庁舎等 消防屯所 消防施設 

水沢  1  1 

江刺  1 2  

前沢     

胆沢   3 1 

衣川 1 3 1  

施設合計 1 5 6 2 

被害額  164 177  

主な 

被害内容 

カーポート破

損 

雨樋の破損 

樹木の枝折れ 

シャッターの

破損 

除雪による消

火栓等の破損 

区分 公営住宅 公園施設 歴史的建造物 上水道施設 

水沢 30 11 9 1 

江刺 3 3 2  

前沢 5 4 1  

胆沢 2  1  

衣川 6   2 

施設合計 46 18 13 3 

被害額 14,091 47,918 2,241 13,000 

主な 

被害内容 

軒先の落下 

雨樋の破損 

倒木 

電話線の断線 

倒木 

雨樋の破損 
フェンス破損 

区分 排水機場 その他 合計 

 

水沢 1 4 104 

江刺  5 32 

前沢 1 6 31 

胆沢  2 38 

衣川  5 38 

施設合計 2 22 244 

被害額  7,532 97,107 

主な 

被害内容 

屋外灯の折損 

避雷針の破損 
（普通財産等）  
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３ 除雪の現状 

  受託業者 除雪機械 路線数 延長 内車道延長 内歩道延長 

合計 58社 233台 3,872本 2,466km 2,240km 226km 

 

４ 除雪稼働状況 

  シーズン合計(12月～３月） 12月～1月分 
 

  時 間 金 額 時 間 金 額 備 考 

平成29年度 24,741:34 751,376,660 15,090:09 448,013,626   

平成30年度 13,233:06 492,209,396 10,068:14 339,695,385   

令和元年度 4,943:26 291,370,844 3,122:03 169,139,174   

平均 14,306:02 511,652,300 9,426:48 318,949,395   

令和２年度 56,100:00 1,421,517,000 46,417:50 1,248,660,040 見込み額 

 

５ 除雪要望・苦情受付件数 

  12月14日（月）～２月18日（木）                    単位:件 

  除 雪 融雪剤 施設損傷 倒 木 その他 計 

合計 2,498 86 57 218 282 3,141 

 

６ その他 

 (1) 住宅の損壊に係る り災証明書申請 53件 

 (2) 農業施設等の破損に係る 被災証明書申請 35件 

 (3) 障がい者、高齢者、生活保護世帯等から除排雪に関する問合せ 44件 

 (4) その他要望等 12件 

 (5) 視察対応 

  ア 12月27日 復興副大臣 

  イ １月６・７日 立憲民主党岩手県連 

  ウ １月７日 自由民主党岩手県連 

  エ １月14日 岩手県知事 

 (6) 雪捨て場 市内に７ヵ所開設 

 



自己負担
（16/30）

・　牛舎、堆肥舎等の修繕、再建
・　農業用機械、付帯施設の修繕、再取得
・　営農施設等の補強

自己負担
（～16/30）

市町村補助
（7/30）

自己負担
（16/30）

県補助
（7/30）

被災農業者緊急支援事業（ハード事業）の補助率等

共済金国費相当額

自己負担
（7/30）

国庫補助金
（9/30以内）

国庫補助金
（3/30～9/30）

県補助
（7/30）

国庫補助金
（15/30以内）

県補助（～4/30）

①強い農業・担い手づくり総合支援交付金（地域担い手育成支援タイプ）

共済金国費相当額

パイプハウスの再建・修繕・撤去・補強

③強い農業・担い手づくり総合支援交付金（被災産地施設支援対策）、畜産経営災害総合対策緊急支援事業（ALIC）

④強い農業・担い手づくり総合支援交付金（地域担い手育成支援タイプ、被災産地施設支援対策）、
持続的生産強化対策事業（産地緊急支援対策）、畜産経営災害総合対策緊急支援事業（ALIC）の助成対象外

共済金掛け金

自己負担（～7/30）

低コスト耐候性ハウスへの建替、撤去 牛舎、堆肥舎等の修繕

国庫補助金
（3/30～9/30）

県補助
（7/30）

市町村補助
（7/30）

自己負担
(～13/30）

市町村補助（～7/30）

国庫補助金
（3/30～9/30）

県補助
（7/30）

市町村補助
（7/30）

自己負担
(～13/30）

自己負担（～7/30）

自己負担
(～13/30）

共済金掛け金

市町村補助（～4/30）

②持続的生産強化対策事業（産地緊急支援対策）

・　牛舎、堆肥舎等の修繕、再建
・　農業用機械、付帯施設の修繕、再取得
・　営農施設等の補強

パイプハウスの再建、修繕、撤去、補強

国庫補助金
（9/30）

県補助
（7/30）

市町村補助
（7/30）

市町村補助
（7/30）

県補助（～7/30）

国庫補助金
（15/30）

県補助（4/30）

市町村補助（4/30）

自己負担（7/30）

国庫補助金
（15/30以内）

共済金国費相当額

共済金掛け金

県補助（～4/30）

市町村補助（～4/30）

自己負担（～7/30）

市町村補助
（～7/30）

パイプハウスの再建、修繕、撤去、補強

県補助
（7/30）

市町村補助
（7/30）

県補助
（～7/30）

支払共済金

復
旧
費
ー
国

庫
ー
支

払

共

済

金

を

３

等

分

国

庫

+

共

済

金

国

費

相

当
（

1

/

2

以

内

）

県
、

市

町

村

を

定

率

現

有

率

で

変

動
現有率（パイプハウス）

： ：
10年以上 50%

1年未満 100%

復

旧

費
ー
国

庫

を

３

等

分

県
、

市

町

村

を

定

率

支払共済金

復

旧

費
ー

支

払

共

済

金

を

３

等

分

若

し

く

は

7

/

3

0

の

低

い

方

県 ～7/30

市町村 ～7/30

自己負担 ～7/30

県
、

市

町

村

を

定

率

県 7/30

市町村 7/30

自己負担 16/30

県 7/30

市町村 7/30

自己負担 16/30

県 7/30

市町村 7/30

自己負担 7/30～13/30

県 ～7/30

市町村 ～7/30

自己負担 ～16/30

県 7/30

市町村 7/30

自己負担 7/30

復

旧

費
ー
国

庫
ー
支
払
共
済
金
を
３
等
分

若
し
く
は

4

/

3

0

の
低
い
方

支払共済金

県 ～4/30

市町村 ～4/30

自己負担 ～7/30

国

県

市町村

農業者（3戸以上）

国

県

市町村

農業者

県

市町村

農業者

農業者の組

織する団体、

公社、再生協

等

国

県

市町村

農業者

市町村

農業者の組織する団体、
公社、土地改良区、事
業協同組合連合会及び

ALIC

畜産経営災害総合対策緊急支

援事業（ALIC事業）

県
、

市
町
村
を
定
率

県 4/30

市町村 4/30

自己負担 7/30

（園芸施設共済加入者） （園芸施設共済未加入者）

（園芸施設共済加入者） （園芸施設共済未加入者）

（園芸施設共済加入者） （園芸施設共済未加入者）

・ハウスの設置は、自力施工

が対象

・被災を機に作物転換や規模

拡大等に取り組むことが要件

・中心経営体は要件でないが、

農業者3戸以上の組織化が

・ハウスの設置は外部

発注も対象

・中心経営体であること

・事業費が50万円以上

・ハウスの設置は外部発注も対

象

・中心経営体以外でも対象

・事業費が50万円未満でも対

象

・農業者の組織する団

体（5名以上）等が補助

対象

国

県

強い農業・担い手づくり

総合支援交付金（被災

産地施設支援対策）

県 7/30

市町村 7/30

自己負担 7/30～13/30

現
有
率
で
変
動

現有率（パイプハウス）

： ：
10年以上 50%

1年未満 100%

県
、

市

町

村

を

定

率

（園芸施設共済加入者） （園芸施設共済未加入者）

支払共済金

県 ～4/30

市町村 ～4/30

自己負担 ～7/30

県 7/30

市町村 7/30

自己負担 7/30～13/30

復

旧

費
ー
国

庫
ー
支

払

共

済

金

を

３

等

分

若

し

く

は

4

/

3

0

の

低

い

方

現

有

率

で

変

動

現有率（パイプハウス）

： ：
10年以上 50%

1年未満 100%

県
、

市
町
村
を
定
率

生産者集団

（３戸以上）、

農協、一般

社団法人等
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市町村補助
（1/3）

農協等負担
（1/3）

水稲苗運搬経費

県補助
（1/3）

⑤被災地域の営農継続支援（水稲苗運搬経費）

被災農業者緊急支援事業（ソフト事業）の補助率等

県

市町村

農業者の組織する

団体

【配分の考え方】

営農継続を支援するた

め、総事業費を３者で

均等に負担する。

なお、農協等の負担に

対する国庫助成あり。

国

県 1/3

市町村 1/3

自己負担 1/3



 

 

社会資本整備総合交付金除雪費の追加配分について 

 

 

（第１段） 社会資本整備総合交付金除雪費について、積雪寒冷地指定道路除雪費と

して当初交付金額4,258,000円の交付決定を受けている。 

 

（第２段） 今回の大雪対策として2月12日付で22,264,000円の追加内示を受けた。 

 

（第３段） 地方公共団体の除雪費の執行状況の調査が継続され、更なる支援「幹線

市町村道除雪費補助の臨時特例措置（補助率50％）」等が検討されている。 

 

 

※ 平成29年度は、幹線市町村道除雪費補助の臨時特例措置として補助金額

85,000,000円の交付を受けている。 
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令和３年２月13日発生の地震及び令和３年２月15日の暴風警報発表に伴う被害の

状況について 

 

●地震 

１ 地震の状況 

(1) 発 生 時 間 令和３年２月13日（土）午後11時７分 

(2) 震 源 地 福島県沖、深さ55㎞ 

(3) 地震の規模 マグニチュード7.3 

(4) 市内の震度 ４ 

 

２ 被害の状況 

(1) 人的被害 

水沢羽田町の60歳代女性が転倒して右手首を負傷 

(2) 物的被害 

ア 江刺銭町で隣家からの落雪により住家の窓ガラスが破損 

イ 水沢大町の住宅屋根の損傷（屋根瓦の落下、雨漏り等） 

ウ 藤里地区センターの風除室の照明器具の破損、体育館ロビーの内壁亀裂（３か所）、

屋根軒下の亀裂（２か所） 

エ 胆沢総合支所の屋外給水管からの漏水 

オ 江刺の製造工場内の天井からの落下物により建屋と設備の一部が損傷 

カ 玉里地区センターの内壁の歪みによる壁クロス材の亀裂など複数個所 

 

 

●暴風 

１ 梁川小学校体育館の金属葺き屋根の一部が強風で捲れ上がり、下地の無い部分から風雪

が吹き込んだ。 

 

２ 正法寺の鐘楼堂の格子戸が破損 
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